
福 井 市 教 育 委 員 会 後 援 名 義 の 使 用 承 認 に 関 す る 要 綱  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 福 井 市 教 育 委 員 会 以 外 の 団 体 が 行 う 事 業 （ 以 下 「  

事 業 」 と い う 。） に 対 し 、 福 井 市 教 育 委 員 会 が 後 援 （ 事 業 の 趣 旨 に 賛  

同 し 、 名 義 の 使 用 を 承 認 す る こ と を い う 。 以 下 同 じ 。） を 行 う こ と に  

関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 後 援 の 名 義 ）  

第 ２ 条  福 井 市 教 育 委 員 会 が 後 援 を 行 う 場 合 の 名 義 は 、 「 福 井 市 教 育 委 

員 会 」 と す る 。  

（ 承 認 対 象 団 体 ）  

第 ３ 条  後 援 名 義 の 使 用 承 認 を 受 け る こ と が で き る 団 体 は 、 次 の 各 号 の  

い ず れ か に 該 当 す る も の と す る 。  

(1) 国 又 は 地 方 公 共 団 体  

(2) 学 校 （ 学 校 教 育 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ２ ６ 号 ） 第 １ 条 に 規 定 す る  

学 校 を い う 。 以 下 同 じ 。） 又 は そ の 連 合 体  

(3) 公 益 法 人 、 社 会 教 育 関 係 団 体 又 は こ れ ら に 準 ず る 団 体  

(4) 教 育 の 振 興 に 関 す る 事 業 を 行 う こ と を 主 た る 目 的 と し 、 次 の 要 件  

の い ず れ を も 満 た す 団 体  

ア  団 体 の 名 称 及 び 所 在 地 が 明 確 で あ る こ と 。  

イ  規 約 、 会 則 等 の 定 め が あ り 、 団 体 の 意 思 を 表 示 す る 代 表 者 及 び  

そ の 他 の 役 員 が 存 在 す る こ と 。  

(5) 実 行 委 員 会 等 と し て 臨 時 に 設 置 さ れ 、 そ の 組 織 、 運 営 方 針 等 が 明  

ら か で あ り 、 事 業 遂 行 の 意 思 及 び 能 力 を 有 す る と 認 め ら れ る 団 体

(6) そ の 他 福 井 市 教 育 委 員 会 が 適 当 で あ る と 認 め る 団 体  

（ 承 認 対 象 事 業 ）  



第 ４ 条  後 援 を 承 認 す る こ と が で き る 事 業 は 、 次 の い ず れ に も 該 当 す る  

も の と す る 。  

(1) 福 井 市 教 育 委 員 会 の 掲 げ る 教 育 方 針 又 は 福 井 市 の 教 育 活 動 の 振 興  

に 寄 与 す る も の で あ る こ と 。  

(2) 広 く 一 般 に 公 開 さ れ る も の で あ る こ と 。 た だ し 、 当 該 事 業 の 性 格  

に よ っ て 事 業 の 対 象 者 が 限 定 さ れ る も の で あ っ て も 、 福 井 市 教 育 委 

員 会 が 特 に 必 要 と 認 め る 事 業 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。  

(3) 福 井 市 教 育 委 員 会 の 政 治 的 中 立 性 及 び 宗 教 的 中 立 性 を 損 な う お そ  

れ が な い こ と 。  

(4) 専 ら 営 利 又 は 商 業 的 宣 伝 を 目 的 と し て い な い こ と 。  

(5) 公 衆 衛 生 、 安 全 管 理 、 災 害 防 止 等 に つ い て 十 分 配 慮 さ れ た 場 所 で  

開 催 さ れ る も の で あ る こ と 。  

(6) 福 井 市 内 で 開 催 さ れ る も の で あ る こ と 。 た だ し 、 市 外 で 開 催 さ れ  

る も の で あ っ て も 市 民 の 幅 広 い 参 加 が 期 待 で き る も の で あ る 等 、 福 

井 市 教 育 委 員 会 が 特 に 必 要 と 認 め る と き は 、 こ の 限 り で な い 。  

(7) 入 場 料 、 参 加 費 等 が 徴 収 さ れ る 場 合 は 、 そ の 金 額 が 適 正 で あ る こ  

と 。  

(8) 暴 力 団 （ 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成  

３ 年 法 律 第 ７ ７ 号 ） 第 ２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 を い う 。 以 下 同  

じ 。） の 活 動 を 助 長 し 、 又 は 暴 力 団 の 運 営 に 資 す る も の で な い こ と  

。  

(9) 公 序 良 俗 に 反 し な い も の で あ る こ と 。  

（ 申 請 手 続 ）  

第 ５ 条  後 援 名 義 の 使 用 承 認 を 受 け よ う と す る 団 体 （ 以 下 「 申 請 者 」 と 

い う 。） は 、 後 援 名 義 使 用 承 認 申 請 書 （ 様 式 第 １ 号 ） を 福 井 市 教 育 委 



員 会 教 育 長 （ 以 下 「 教 育 長 」 と い う 。） に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

こ の 場 合 に お い て 、 教 育 長 は 、 必 要 と 認 め る 書 類 の 添 付 を 求 め る こ と  

が で き る 。  

（ 決 定 等 の 通 知 ）  

第 ６ 条  教 育 長 は 、 後 援 名 義 の 使 用 に つ い て 承 認 す る こ と を 決 定 し た と  

き は 後 援 名 義 使 用 承 認 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 ２ 号 ） に よ り 、 承 認 し な い  

こ と を 決 定 し た と き は 後 援 名 義 使 用 不 承 認 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 ３ 号 ） 

に よ り 、 申 請 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

２  教 育 長 は 、 前 項 の 承 認 に 当 た っ て は 、 必 要 な 条 件 を 付 す る こ と が で  

き る 。  

（ 事 業 内 容 の 変 更 ）  

第 ７ 条  前 条 第 １ 項 の 承 認 を 受 け た 団 体 （ 以 下 「 名 義 使 用 者 」 と い う 。  

） は 、 当 該 承 認 に 係 る 事 業 の 内 容 に 変 更 が 生 じ た と き は 、 後 援 名 義 使  

用 事 業 変 更 届 出 書 （ 様 式 第 ４ 号 ） に よ り 直 ち に 教 育 長 に 届 け 出 な け れ  

ば な ら な い 。  

（ 承 認 の 取 消 し ）  

第 ８ 条  教 育 長 は 、 第 ６ 条 第 １ 項 の 承 認 を 受 け た 事 業 が 、 第 ４ 条 に 規 定  

す る 要 件 を 満 た さ な く な っ た と 認 め ら れ る と き 、 第 ６ 条 第 ２ 項 の 規 定 

に よ り 付 し た 条 件 に 違 反 し た と 認 め ら れ る と き 、 又 は 偽 り そ の 他 不 正  

の 手 段 に よ り 承 認 を 受 け た も の で あ る と き は 、 当 該 承 認 を 取 り 消 す こ  

と が で き る 。  

（ 報 告 ）  

第 ９ 条  教 育 長 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 名 義 使 用 者 に 対 し 、 後 

援 名 義 使 用 事 業 実 施 報 告 書 （ 様 式 第 ５ 号 ） 及 び そ の 他 必 要 な 資 料 の 提

出 を 求 め る こ と が で き る 。  



（ 補 則 ）  

第 １ ０ 条  こ の 要 綱 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 そ の 都 度 教 育 長 が 定 め  

る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第５条関係） 

年  月  日 

 

 

後援名義使用承認申請書 

 

（あて先）福井市教育委員会教育長 

 

申請者  所在地              

団体名及び            

代表者名            

電話番号             

 

 福井市教育委員会の後援名義の使用承認を受けたいので、次のとおり申請します。 

事 業 名  

主催者及び共催者  

開 催 期 間 
   年  月  日（ ）から 

   年  月  日（ ）まで 

開 催 場 所 
名 称 

所在地 

参 加 対 象  

事 業 目 的 

 

事 業 内 容 

 

入場料、参加費等  

他の後援予定団体  

連 絡 先 
担当者氏名 

電話番号 

備 考 

 

 

添付書類：□ 開催要領、企画書、収支予算書等 

     □ 団体の規約、会則、役員名簿等 

     □ その他参考となる資料（                     ） 



＜条件の記載例＞ 

 

１ 後援の名義は「福井市教育委員会」とすること 

２ 承認を受けた後に事業計画に変更が生じた場合、 

速やかに教育長に届出、承認を受けること 

３ 後援名義使用承認通知書を交付した後においても承 

認の基準に適合しない事実が判明したとき、申請書に 

虚偽が認められるとき、又は教育長が取り消しを必要 

と認めたとき等は、その承認を取り消すことがある。 

４ ３の場合において、団体等が損害を受けても市教育 

委員会は一切の賠償の責めを負わない。 

５ 事業等を行うにあたって生じた事故、災害等につい 

ては、団体等が一切の責任において処理すること 

 

様式第２号（第６条関係） 

 

第  号 

  年  月  日 

 

           様 

 

福井市教育委員会教育長        □印  

 

 

後援名義使用承認決定通知書 

 

    年  月  日付けで申請のありました福井市教育委員会の後援名義の使用承認

申請について、次のとおり承認することを決定しましたので通知します。 

 

事 業 名 
 

期 間 承認の日から    年  月  日（ ）まで 

条 件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第３号（第６条関係） 

 

第  号 

  年  月  日 

 

           様 

 

福井市教育委員会教育長        □印  

 

 

後援名義使用不承認決定通知書 

 

    年  月  日付けで申請のありました福井市教育委員会の後援名義の使用承認

申請について、次のとおり不承認とすることを決定しましたので通知します。 

 

事 業 名 
 

不 承 認 の 理 由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第４号（第７条関係） 

 

  年  月  日 

 

（あて先）福井市教育委員会教育長 

 

申請者  所在地              

団体名及び            

代表者名            

電話番号             

 

 

後援名義使用事業変更届出書 

 

    年  月  日付け第  号で承認のありました福井市教育委員会の後援名義の

使用事業について、次のとおり変更しましたので届出します。 

 

事 業 名 
 

変 更 の 内 容 

 

変 更 の 理 由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第５号（第９条関係） 

 

  年  月  日 

 

（あて先）福井市教育委員会教育長 

 

申請者  所在地              

団体名及び            

代表者名            

電話番号             

 

 

後援名義使用事業実施報告書 

 

    年  月  日付け第  号で承認のありました福井市教育委員会の後援名義の

使用事業について、次のとおり報告します。 

 

事 業 名 
 

開 催 期 間 
 

開 催 場 所 
 

参 加 人 数 

 

 

 

 

事 業 の 概 要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類：□ 収支決算書 

     □ パンフレット等事業に関する資料 

     □ その他参考となる資料（                    ） 


